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第１章 公園施設長寿命化計画の目的と位置づけ  

１ 背景 

   現在、新宿区が設置している都市公園は、新設や大規模な改修を行ってから２５年以上経過したも

のが大半を占めている状況である。また、設置から相当の年数が経過した公園施設も多く、今後、老

朽化等による更新や補修の費用が増大することが予想される。このことから、更新等に係る費用につ

いて、平準化やコストの縮減への取組みが不可欠となっている。 

こうした中、国土交通省は、平成 24 年度に地方公共団体による都市公園の安全確保と計画的な

維持管理の取組みを支援するため、計画策定の手順および内容を具体的に示した「公園施設長寿命化

計画策定指針（案）」（以下「策定指針」という。）をとりまとめた。新宿区においても、老朽化が進

む公園施設に対し、効率的かつ計画的な維持や更新を進め、安全・安心な公園を維持していくため、

公園施設長寿命化計画を策定する必要がある。 

  

２ 長寿命化計画の目的 

   区立公園の公園施設の老朽化が進む中で、財政上の理由などで適切な維持補修や更新が困難とな

り、施設の安全性や機能が失われないように、計画的な維持管理を進めていくことが求められてい

る。 

そのため、「新宿区公園施設長寿命化計画」を策定して、長期的な公園施設の安全性や機能保全の

確保、費用の平準化やライフサイクルコストの縮減に取り組むこととする。 

なお、本計画は、「新宿区公共施設等総合管理計画」とも整合を図り、公園維持・改修分野の個別

計画として策定するものである。 
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３ 計画の位置づけ 

   本計画は、「新宿区公共施設等総合管理計画」の「基本方針３ 必要な施設・インフラ等を適切に 

維持する」に基づき、区立公園の施設管理の最適化（長寿命化、安全性の確保、補修費用の平準化）

を図るため、アセットマネジメントの考え方を取り入れて策定するものである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 計画期間 

    計画の期間は、「新宿区公共施設等総合管理計画」の計画期間と合わせて、平成 31（２０１９）

年度から平成３９（２０２７）年度までの９年間とする。 

 

５ 計画の策定手順 

    策定指針に基づき、長寿命化計画の基本的な策定手順は、下記のとおりとする。 

 

 

 

第２章 公園施設の現状と現状把握 

１ 公園施設の現状及び計画対象公園・施設 

（１）都市公園整備状況 

   新宿区が管理している都市公園は 176 園あり、このうち平成 30 年 4 月 1 日現在で、新設や大

長寿命化計画の 

対象とする都市 

公園等の設定 

予備調査 

健全度調査 

健全度・緊急度

判定 

 

新宿区総合計画 

基本計画 

新宿区 
実行計画 

新宿区公共施設等 
総合管理計画 

まちづくり長期計画 

都市マスタープラン 

まちづくり戦略プラン 

 

新宿区みどりの基本計画 

新宿区公園施設長寿命化計画 

新宿区基本構想 
『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち 

長寿命化計画の

策定 
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規模改修から２５年以上経過した公園が９２園、今後 10 年間で２５年以上経過する公園は４１園

あり、これらの公園を合わせると全体の７割以上に相当する。 

【住民基本台帳人口：342,867 人（平成 30 年４月 1 日時点）】 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

176 359,300.83㎡ 1.048㎡ 

 

（２）計画対象公園 

   公園は、みどりを有するオープンスペースとして、レクリエーション機能や環境保全機能、防災機  

能など、様々な機能を持ち、個々の公園がその規模に応じてそれぞれの役割を果たしている。 

こうした役割を担う公園を、安全で安心して利用できるよう、本計画においては、管理する公園の  

うち、区の実行計画事業や再開発事業などにより、大規模な改変が予定されている公園（なんど児童 

遊園、富久町児童遊園、余丁町児童遊園、よどばし児童遊園）を除く都市公園１７２園（街区公園

164 園、近隣公園 4 園、総合公園１園、風致公園 2 園、都市緑地 1 園）を対象とする。 

都市公園の種別について 

街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

総合公園 
都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目

的とする公園 

風致公園 
樹林や草地、水面等であるなど自然的な要素が多く、都市の住民が風致を享受す

ることを目的とする公園 

都市緑地 
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設

けられている緑地 

 

 

都市公園種別 
公園数

172園 公園名 

街区公園 164 落合公園、白銀公園、牛込弁天公園、北新宿公園、西大久保公園等 

近隣公園 4 甘泉園公園、西戸山公園、みなみもと町公園、落合中央公園 

総合公園 1 西落合公園 

風致公園 2 新宿中央公園、おとめ山公園 

都市緑地 1 若葉東公園 
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（３）計画対象施設 

     公園における遊戯施設（遊具）は、多くの子どもたちが利用するため、安全確保が必須の施設

である。また、遊戯施設以外の施設についても、照明灯やパーゴラ、橋りょう等は、安全で快適

な公園利用のため、その機能を確実に保全することが必要な施設である。こうしたことから、計

画対象公園に設置された下記の公園施設 2,66１施設を、本計画の対象施設とする。 

※上記、表中の各公園施設に該当する具体的な施設については P９を参照。 

 

２ これまでの公園施設の維持管理状況  

   現在、区職員によって日常的な点検と公園施設全般を対象とした定期点検を行っており、こうした        

対応を主体にして公園施設の状況把握に努めている。 

点検等において、施設の損傷や劣化等が発見された場合は、状況に応じて、応急的な補修や更新な 

どの対応をとるなど、対処療法的な維持管理方法が主となっている。 

 

３ 公園施設の現状把握及び管理類型の整理 

   策定指針に基づき、長寿命化計画の策定に先立ち、本章１（３）に示した計画対象施設について、

現状を把握するため、予備調査並びに健全度調査及び健全度・緊急度判定を行う。また、ライフサ

イクルコストの縮減効果に基づき、公園施設の管理類型の整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園 

施設 

園路 

広場 

修景 

施設 

休養 

施設 

遊戯 

施設 

運動 

施設 

教養 

施設 

便益 

施設 

管理 

施設 
合計 

数量 11 46 119 702 14 20 272 1,477 2,661 
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４ 予備調査 

    予備調査は、調査対象施設とした公園施設について、現地調査により、実際の設置状況や劣化・

損傷の状況等を把握するために行う。 

現地調査においては、策定指針に基づき、公園施設ごとにライフサイクルコスト縮減効果の見込

みも勘案しながら、劣化や損傷を未然に防止し、長持ちさせるべき施設の候補（予防保全型管理を

行う候補）、または日常的な維持管理や点検を行い、機能しなくなった段階で取り換える管理（事

後保全型管理）を行う施設に分類を行う。 

なお、策定指針において、公園の計画的な管理の手法として「予防保全型管理」「事後保全型管 

理」を以下のとおり定義している。 

１）予防保全型管理  

予防保全型管理では、公園施設の機能保全に支障となる劣化や損傷を未然に防止するため、公園施設の日

常的な維持保全（清掃・保守・修繕など）に加え、日常点検、定期点検の場を活用した定期的な健全度調査

を行うとともに、施設ごとに必要となる計画的な補修、更新を行う。  

なお、遊具については、事故防止を最優先するため、国の指針等＊1 に基づく安全確保のための調査・点

検、管理が必要であることに留意する。  

＊１：指針等 ：都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第 2 版）（H26.6 国土交通省）、

遊具の安全に関する規準：JPFA-SP-S:2014（（社）日本公園施設業協会）等  

２）事後保全型管理  

事後保全型管理では、維持保全（清掃・保守・修繕など）や日常点検、定期点検を実施し、劣化や損傷、

異常、故障が確認され、求められる機能が確保できないと判断された時点で、撤去・更新を行うものである。 

 

 

計画的な維持管理 

 
    

予防保全型管理  事後保全型管理 

更新 

（健全度調査・判定の結果に基づき判断） 

 
更新 

（日常点検や定期点検で 

劣化や損傷の進行に応じて 

撤去・更新を判断） 
補修 

（健全度調査・判定の結果に基づき判断） 

 

日常点検 

（維持保全において、異

常の発見と対処を目的

とした巡視点検） 

定期点検 

（遊具や建築設備等

に関する他法令の

規定による点検） 

 

日常点検 

（維持保全において、異

常の発見と対処を目的

とした巡視点検） 

定期点検 

（建築設備等に関

する他法令の規

定による点検） 

維持保全 

（清掃・保守・修繕など公園施設の 

日常的な維持管理内容が該当） 

 

維持保全 

（清掃・保守・修繕など公園施設の 

日常的な維持管理内容が該当） 

【予防保全型管理と事後保全管理型の概念図】 
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５ 健全度調査と健全度・緊急度判定 

    予備調査の段階において、予防保全型管理の候補に分類した施設について、より詳しい施設の劣

化や損傷の状況等を確認するため、健全度調査を実施する。 

       また、健全度調査の結果に基づき、健全度及び緊急度判定を行う。 

 

■健全度判定 

 健全度判定とは、健全度調査で得られた情報をもとに、公園施設ごとの劣化や損傷の状況、安全性 

などを確認し、公園施設の補修、または更新の必要性について、総合的に判定を行うことをいう。 

 

健全度の判定基準 

ランクＡ 

・全体的に健全である。  

・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。  

ランクＢ 

・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。  

・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観

察が必要なもの。 

ランクＣ 

・全体的に劣化が進行している。  

・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしく

は更新が必要なもの。 

ランクＤ 

・全体的に顕著な劣化である。  

・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしく

は更新が必要とされるもの。 

※補修：施設の寿命を延ばすことを目的に行う、大幅な修理や交換を施すこと。 

※更新：公園施設を新しく作り直すこと。 

 

■緊急度判定 

健全度判定に基づき、施設の補修または更新に対する緊急度（高・中・低）を判定する。判定

に際しては、劣化等の状況・利用状況・影響範囲などを勘案して、総合的に判断する。 

【緊急度の解説】 

緊急度「高」 
・健全度判定 D の施設 

・健全度判定 C の施設のうち、最優先で補修または更新等を行うべき施設 

緊急度「中」 
・健全度判定 C の施設のうち、緊急度「高」に判定した以外の施設 

・健全度判定 B の施設のうち、優先して補修または更新等を行うべき施設 

緊急度「低」 
・健全度判定Ｂの施設のうち、緊急度「中」に判定した以外の施設 

・健全度判定 A の施設 
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【緊急度の判定フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 調査結果及び判定 

健全度判定結果及び緊急度判定結果 

■健全度判定数 

 
健全度判定 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 総計 

施設数 1,377 1,095 189 0 2,661 

 

◆一般施設（1,959 施設） 

管理類型 
健全度 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

予防保全型候補施設 

（パーゴラ・あずまや等） 

計 271施設 

緊

急

度 

低（23） 低（220） 中（22） 高（6） 高（0） 

事後保全型候補施設 

（公園灯・引込柱等） 

計 1,688施設 

緊

急

度 

低（1,133） 低（529） 中（25） 高（1） 高（0） 

 

 

 

健全度判定 

 

緊急度判定 

健全度 D 

健全度 C 

健全度 B 

健全度 A 

緊急度 高 

緊急度 中 

緊急度 低 

 
 

健 

全 

度 

調 

査 
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◆遊具（702 施設） 

管理類型 
健全度 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

予防保全型施設 

緊 

急 

度 

低（221） 低（17） 中（329） 中（23） 高（112） 高（0） 

 

７ ライフサイクルコスト縮減効果の確認と管理類型の確定 

予防保全型管理を行う候補の施設について、策定指針に基づき、一般施設については、予防保全

型管理を行う場合と事後保全型管理を行う場合とで、どちらがライフサイクルコストを低く抑え

られるかを比較し、予防保全型管理を行うか、事後保全型管理を行うかを確定させる。 

なお、遊戯施設（遊具）については、策定指針に基づき、安全確保に必要となる措置を最優先と

するため、予防保全型管理を行う施設に位置付ける。 

この結果、計画対象施設のうち、予防保全型管理を行う候補とした施設９７３施設（一般施設

271 施設、遊具 702 施設）について、予防保全型管理を行う施設とし、それ以外の施設につい

ては事後保全型管理を行う施設に整理した。 

 

【公園施設ごとの管理類型】 

※擁壁については、別途、実行計画事業「道路・公園擁壁の安全対策」に基づいて、５年に１度の  

定期点検及び３か月に１度の日常点検を行い、点検結果に基づき、必要に応じて改修等を行って

いる。 

公園施設種別 
区

分 
予防保全型管理         事後保全型管理 

園路広場 

一 
 
 

般 
 
 

施 
 
 

設 

・橋梁（10m 以上）等 橋梁（10m未満） 

修景施設 ・噴水等  

休養施設 
・休憩所、パーゴラ、あずまや等（10

㎡以上） 

・休憩所、パーゴラ、あずまや等（10

㎡未満） 

運動施設 ・バスケットゴール  

教養施設 ・モニュメント ・掲揚柱等 

便益施設 ・便所（10㎡以上） ・便所（10㎡未満）、時計（単独柱） 

管理施設 ・防球ネット、倉庫（10㎡以上）等 ・公園灯、引込柱等 

遊戯施設 
遊 

具 

すべり台、ブランコ、鉄棒等 

※遊戯施設については、策定指針に基づき

全て予防保全型管理を行う施設とする。 
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第３章 公園施設の長寿命化のための基本方針 

１ 基本方針 

公園施設の日常的な維持管理及び長寿命化については、次の基本方針に基づき進めることと 

する。 

（１） 維持管理にあたっては、各公園の設置目的や計画意図、立地環境などを勘案し、各公園の特   

性を十分生かすこととする。 

（２） 区は、公園管理者として、指定管理者、地域住民など、様々な担い手と連携を図りながら、

効果的・効率的な維持管理に努める。また、専門的な技量等を必要とするものは、委託業務を

活用するなどして、維持管理に努める。 

（３） 維持管理水準を高めるため、区職員に対して遊具点検などの研修等を行い、職員の能力向上  

を図る。 

 

２ 日常的な維持管理に関する基本方針 

  公園施設全般の日常点検及び維持保全については、次の内容で実施する。 

（１） 日常点検は、区職員が２か月に１回程度、目視により施設の異常の有無を確認する。 

（２） 定期点検は、区職員、又は区が委託する業者が遊具等について、原則 1 年に２回、目視・

触診・打揺診等により劣化状況を確認する。 

（３） 各点検により異常が確認された場合は、必要に応じた処置を実施する。また、適切な修繕方   

法等を検討し、早急な対策を実施する。 

 

３ 公園施設の長寿命化のための基本方針 

   本計画では、計画対象施設（2,661 施設）のうち、予防保全型管理を行う施設 973 施設（一

般 271 施設、遊具 702 施設）について、次の基本方針に基づき、長寿命化を図ることとする。 

（１）補修・更新の方針 

   健全度Ｃ・D に判定された施設は、危険性の高いものとして、優先的に更新を図るものとす

る。なお、今回の緊急度判定において「高」と判定された公園施設については、事後保全型管理

を行う施設も含め、本計画期間内に更新等を実施する。 

また、健全度Ａ・Ｂと判定された施設は、「日常的な維持管理に関する基本方針」に基づき、 

消耗部品の交換や再塗装等の対策を実施し、長寿命化を図るものとする。 
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なお、予防保全型管理を行う施設は、日常点検や維持保全などに加え、定期的な健全度調査を  

５年に１回実施し、こうした点検の結果等を踏まえ、必要に応じて、更新対象施設や施設の更 

新時期等の見直しを図るものとする。 

（２）耐久性の高い使用材料の採用 

  公園施設の更新にあたっては、使用材料について十分に比較検討を行い、可能な限り耐久性の 

高い材料を採用し、耐用年数の長期化を図る。 

（３）公園施設の種類等の見直し 

  遊具などの公園施設の更新にあたって、従前と同等の施設を設置すると、新たな遊具や既設の   

遊具の安全領域の確保が困難となる場合は、同等の機能の確保に配慮しつつ、遊具などの公園施 

設の種類や設置数の見直しを行う。 

（４）維持管理費の節減 

  公園施設の消耗部材を耐摩耗性の高い製品に変更したり、公園灯の補修・更新にあたっては、

エネルギー効率の良い LED ランプに変更するなど、維持管理経費の節減を図る。 

 

４ 事後保全型管理の実施に関する方針 

（１） 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検により、公園施

設の機能や安全性を維持する。 

（２） 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。 

（３） 本計画の計画対象施設となっていない施設についても、事後保全型管理を行う施設に準じ  

   た管理を行うこととする。 
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５ 長寿命化対策の実施効果 

 （１） 長寿命化と健全度の維持 

     計画的に予防保全型管理を行うことで、施設の使用年数を延長することができ、また、長

期間にわたって健全度を比較的高い状態で保ち、施設を安全に使用することができるように

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

【長寿命化の概念図】 

  （２） 更新費等の平準化 

     本計画期間中における公園施設の更新等にあたって、特定の年度に更新費等の費用が集

中しないよう、安全性などを考慮した上で、各施設の改修時期を検討し、計画的に対応を進

めることで、更新費等の平準化を図ることができる。 

 

（３） 長寿命化計画によるコスト縮減 

     本計画に基づき、対象となる公園施設に対して、長寿命化対策（予防保全型管理）を行う 

ことで、各施設の使用年数（使用見込み期間）が長くなり、ライフサイクルコストの縮減を 

図ることができる。 

なお、ライフサイクルコストの縮減効果は、国の策定指針に基づき、遊具を除いた予防

保全型管理施設を対象にして算出し、本計画に基づいてすべての予防保全型管理施設の計

画的な更新・補修を行っていくことで、長寿命化対策をしない場合と比較すると、将来的

には年間約 1 千万円程度の縮減効果が期待できる。 


